
地域福祉活動計画推進事業 助成事業

自治会や地域団体等が地域福祉活動計画の目標達成のために行う事業に助成を行いま

す。

（１）助成対象団体

自治会や地域団体等

（２）事業例

地域交流行事、世代交流行事、環境美化活動 等

（３）助成条件

地域福祉活動計画の推進に寄与するものであること

※一団体に所属する者のみを対象とする事業や趣味活動など、参加者が制限される事

業は助成対象外とします。

（４）助成内容

参加予定人数×200円を助成します。

※ただし、100名×200円＝20,000円を上限とし助成を行います。

（５）その他

事業の実施にあたり、パンフレット等に『地域福祉活動計画推進事業』の明記をし

てください。


